
進捗段階 所用期間

１　意向確認

２　事前調書提出

３　審査結果の通知

４　補助金交付申請書提出

５　交付決定通知

６　完了報告書提出

７　完了確認調査

８　補助金額確定通知

９　補助金請求書送付

10　補助金交付

盛岡市幼齢造林木食害対策支援事業の事務手続きについて
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　　・随時受け付けです（予算がなくなり次第終了となります。）
　　・事前調書様式及び申請書様式等は、別途メールにて事業体の皆様に送付します。
　　・補助金交付申請書提出期限（１月末）に間に合うようなスケジュールでの手続きをお願いします。

同意内容

①事業実施への同意

②事業の中止・廃止時の費用負担

①現地確認

②権利確認

③森林所有者の確認

書類審査

①プロット調査

②提出書類作成

①補助金交付申請書類作成

補助金の算定＆補助金の決定

①施業実施

②完了報告書類の作成

期限：1月末

随時受付（事前調書様式は別途送付します）

現地完了確認立会
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期限：３月末

現地完了検査＆補助金の算定＆補助

金の確定

支出処理


